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1．2つのプランの法的位置づけ・相互関係と本研究の

　　目的・方法
　　　　　　　　　　　　住宅政策と都市計画の乖離の問題は，古くから指摘さ

れてきた。1970年前後の住宅立地規定要因を考慮した，

岡山・横浜などいくつかの都市を対象に行われた「住宅

立地計画」，1973年の住田ほかの労作「住宅政策の空間

化」文1）は，この問題に対する挑戦であったが，事情は大

きくは変わらぬまま既に4半世紀が経過した。

　この間に計画システムは少しずつ変化し，1990年代に

なって大きく転換した。1990年の「大都市地域における

住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の改

正によって都道府県に義務づけられ（第3条の3，供給

計画），94年の住宅宅地審議会答申「政策の地域化一統

合的な住宅マスタープランの作成・推進」を受けて，95

年に建設省が出した「市区町村住宅マスタープラン策定

マニュアル」に示された「住宅マスタープラン」，1992

年の都市計画法の改正によって誕生した「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」（第18条の2，以下，「都市

計画マスタープラン」と記す）がそれである。少し書き

加えよう。

　1968年法では，都道府県知事の定める「整備・開発又

は保全の方針」（以下「整開保の方針」と記す）が都市

のマスタープランに相当するものと考えられ，この「方

針」は，その後次々と登場した「市街地整備基本計画」

（1977）・「緑のマスタープラン」（1977）・「都市再開発

方針」（1980）などの個別のあるいは部門別マスタープ

ランの集合体と考えられてきた。1995年には法的位置づ

けはないにしても，「住宅マスタープラン」がこれに加

わった。大都市地域では同プランの策定がかなり進展す

ると同時に，地方の都市でもHOPE計画の路線上に

「住宅マスタープラン」がつくられるようになった。

　1992年の法改正では，都道府県の定める「整開保の方

針」とは別に，市区町村は独自の「都市計画マスタープ

ラン」を定めることとなり，都市計画体系は，都道府県

の定める「整開保の方針」と「用途地域」，市区町村の定

める「都市計画マスタープラン」と「地区計画」のいわ

ゆる「2層2段」といわれる形をとることとなった。

　市区町村の住宅マスタープランは，大都市地域（特に

東京）を中心に地方でも多くの策定例が存在するが，あ

るべきプランの形が必ずしも明確になったわけではない。

また，都市計画マスタープランは，住民の参加を確保し

ながら，全体像と地域別像の2つで構成されるものとさ

れている。これも東京区部を中心に立案作業が展開中で

あるが，その具体的方法や成果物のイメージが必ずしも

確定的になっているわけではない。さらに「都市計画マ

スタープラン」と，「整開保の方針」や「住宅マスタープ
ラン」をはじめとする各種「個別マスタープラン」や地

方自治法の系列にある「市町村基本計画」との関係をど

のように考えるかも今後の検討課題になっている。

　このような状況認識に立って，都市計画・住宅両マス

タープランの立案検討作業が一番進行している東京都区

部を対象として，住宅マスタープラン，都市計画マスタ

ープランの策定の実態と現段階での課題を整理すること

で計画理論への基礎的知見を得るとともに，今後新しく

これらプランの策定作業がはじめられる市区町村に対し

て，また見直し作業が行われる市区町村に対して検討素

材を提供することが，本研究の目的である。

　研究を進めるに当たっては，本文末に記した既往文献

を基礎に，関係自治体の個別マスタープランなどを収集

して読み込むとともに，自治体などへのヒアリング，アン

ケートを実施した。特に面倒な資料作成やヒアリングに

対応して下さった自治体関係者に厚くお礼申し上げたい。

2．東京都区部における住宅マスタープランの策定状況

　　からの考察

　東京都は1991年2月に「東京都住宅マスタープラ

ン」文2)を公表し，（その中でも「都民住宅」の考え方は都

のプランの1つの特色といえる）同年12月に各市区町村

に対する「区市町村住宅マスタープラン策定指針」文3)を

示した。都心居住の問題を早くから行政課題として取り

上げていた千代田区・中央区は，都のプラン策定に先立

って1991年度に策定を終えていたが，他は1992年度に11

区，1993年に9区と策定が進み，残る江戸川区も1995年

度以降に策定を予定している（各区の同プランの積み重

ねをみると，時代が動きつつあることが実感される）。
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2．1特別区の住宅政策の蓄積の多様さ

　住宅マスタープラン策定時に，各区の住宅政策の蓄積

は，同じレベルにあったわけではない。この点を，1992

年4月にまとめられた「土地・住宅市民フォーラム」の

調査文4)に見てみよう。この調査は，未完成の，そして数

年前の調査ではあるが，住宅マスタープラン策定開始時

の各区の住宅政策の多様性をみることが出来る。23区は，

市街地特性・居住者特性・住宅事情・住宅需要を異にす

るし，役所の財政力・担当者の意欲や能力も異にする。

したがって，ばらつきのあるのは当然といえるが，上記

調査を借りて各区の住宅政策の蓄積を比較するために作

成したのが，図2－1である。
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図2－1　各特別区の住宅政策（1992．4現在）

　図と図作成のべ一スとなった調査表から，次の諸点を

読み取ることができる。

1）施策数の一番多いのは新宿区（14），次が文京区（13）

　　で，都心区は概して多い。周辺区の中では世田谷区

　　（8）が第一で，4章で詳察する足立区（5）は少な

　　いグループに属する。

2）採用している区が最も多い施策のベスト5は，高齢

　　者住替家賃補助（23），建替・改善の融資などの支

　　援（22），高齢者向け住宅改造の支援（22），高齢者

　　等住宅斡旋（17），協調／共同建替／不燃化支援

　　（11）である（A）。

3）住宅基本条例の制定は世田谷区・中央区（1990）か

　　ら始まり，都心区を中心にこの時点で9区が持って

　　いる（B）。

4）高齢者住宅基本計画も世田谷区（1987）から始まり，

　　都心と北方の区を中心に12区で立案されている（D）。

5）住宅白書は，西郊の4区で作成されている（E）。

6）都心区を中心に様々な名称の住宅基金がもたれてい

　　る。住宅整備基金，コミュニティ・ファンド，定住

　　化基金，住宅対策基金，住宅基金などである（F）。

　いずれも内容を詳細に検討しないことには施策数や策

定・実施年次の早さだけで評価するわけにはいかないが，

これから蓄積の区間差を概観することは許されよう。

2．2策定された各区住宅マスタープランの多様性

　都は，「策定指針」文3〕の中で，住宅マスタープランの

構成を，①計画の性格，②計画の基本的な方向，③計画

の目標，④推進する住宅施策，⑤地域別住宅市街地の整

備計画，⑥計画実現のためのプログラム，⑦計画実現に

当たっての課題という7章立てで行うよう指示している。

さらに，①基本フレームについては，「（都の計画では）

地域別フレームを定めているが，各市区町村は，総合計

画などを踏まえ，独自にフレームを検討して差し支えな

い」こと，②居住水準の表示については，都民に理解し

やすいように，「住宅の平均規模を現状より○○㎡（ま

たは○○％）拡大し○○㎡とする」そのために新設着工

住宅の平均規模は，「現状より○○㎡（または○○％）

拡大し○○㎡とする」と記すこと，③住宅施策は，「a）

公共住宅の供給，b）良質な民間住宅の誘導，c）既存

住宅の改善・更新，d）低・中所得層や高齢者・障害者

の居住支援，e）住環境の整備・保全，f）都市基盤施

設の整備，9）住宅市街地の整備・開発等の施策があり，

さらにこれらの施策を効果的に推進するため，h）福祉，

コミュニティ等生活関連分野との連携，i）施策を重点

的に展開すべき地域の設定，j）体系的・総合的に推進

するための体制や仕組み等が想定される」としている。

　このような指示のもとに，1区を除く22区の住宅マス

タープランが策定されたわけであるが，策定に際しては，

22区のうち1区を除く21区で委貝会等注1）が持たれ，13

の組織舳がコンサルタントとして参加した。

　都は，1994年10月に，22区の住宅マスタープランの概

要をとりまとめている文5)。これに盛り込まれたデータを

加工することから，策定されたプランの多様性と，その

意味を考えてみたい。

1）世帯増加数と住宅供給戸数（1991～2000）（図2－2）

　区部の住宅をめぐる状況が全く同質でかつ同じ政策が

考えられているなら，図2－2の各点は，一線上に並ぶ

はずである。しかし実際には，同質でもなく政策の方向

や熟度も異なるから，点の分布は図のようにばらつく。
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図2－2　世帯増加数と住宅供給戸数（1991～2000）

－182－



千代田・中央の都心区が足立・練馬等の周辺区と同じ線

上にあるのは，都心区の悲願である人口回復のためとし

て説明できるが，例えば農地の多く残存している足立

区・練馬区が，多様な市街地で建詰っている大田区とグ

ループを形成しているのはどう理解したらいいか。世帯

減が想定されている5区の中で，新宿区が高い率の住宅

供給を考えているのは，副都心及びその周辺区の中で，

人口減少に歯止めをかけることに一番熱心な区であるが

故のことと説明できよう。いずれにしても，世帯数や供

給戸数の考え方が様々である。

2）新規供給戸数と建替戸数（図2－3）

　この図も，各区が同質で同じ政策をとるならば一線上

に並ぶわけであるが，見事にばらついている。ばらつき

の一部は各区の地域性や政策の相違で説明されるべきも

のであろうが，それ以外にフレーム（人口，世帯，供給

住戸数等）予測技術の不十分さによる部分があるように

思われる。新規戸数には人口増減予測・世帯規模増減予

測・空家率想定が関連し，建替戸数には滅失率の想定が

関連するわけだが，これらの想定作業を支える住宅関連

データが不備であることも指摘しておかなければならない。
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図2－3　新規供給戸数と建替戸数

3）総供給計画戸数と公的関与・支援等による住宅戸数

　　の関係（図2－4，図2－5）

　ここでいう公的関与・支援等とは，①区による直接供

給型（区営住宅，区民住宅，高齢者等住宅），②民間住

宅に対する融資等，③まちづくり関連住宅供給，④都・

公団・公社住宅，⑤家賃補助等居住継続支援，⑥住宅付

置制度による住宅供給を指す。各区はこれらのいくつか

を採用して供給目標戸数を算出している。図2－4は，

各区の公的関与・支援等による住宅と総供給計画戸数と

の関係を示すものであるが，前者の後者に対する比率の

高低は，各区の住宅政策に関する熱意や財政力にかなり

関係するものといえる。新宿・荒川・中央・練馬で高く，

世田谷・大田等の西郊区で低い。但し「熱意」の財政力

による裏付けは必ずしも同率ではなく，行われる再開発
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図2－5　各区の1991年の世帯当たりの公的関与・支援等に
　　　　　よる住宅戸数（％）の内訳

の量，建替の対象となる既存公的住宅の存在にも大きな

ばらつきがある。

　図2－5は，各区の1991年の世帯当たりの同住宅戸数

の内訳をグラフで示したものであり，4章で対象とする

4区（千代田・中央・世田谷・足立）のうち，世田谷区

を除く3区は各軸の外側に位置していることがわかる。

　つぎにその内訳から各区最大の数値をみると（括弧内

は，全世帯に対する供給戸数の比率），区の住宅政策の

特色とねらいが見えてくるものといえる。

1）「まちづくり関違」が最大の区（％の高いものから，以下
　同じ）
　文京区（7．3），台東区（5．5），墨田区（2．7），
　品川区（2．5），中野区（2．5），板橋区（1．0）
2）「都・公団・公社」が最大の区
　荒川区（7．5），葛飾区（4．9），目黒区（1．6），北区（1．6）
3）「直接供給型」が最大の区
　千代田区（7．6），豊島区（1．2まちづくリ関連とも），
　大田区（0．4）
4）「民間住宅への融資等」が最大の区
　江東区（7．6），練馬区（7．5），新宿区（6，0）
5）「家賃補助等居住継続支援」が最大の区
　世田谷区（3．4），渋谷区（2．9）
6）「住宅付置制限による住宅供給」が最大の区
　中央区（20．0）
（港，杉並，足立は記述なし）

－183－



4）目標とする居住水準

　都の策定指針による，平均規模増加面積や新設着工住

宅面積増加の具体的数値を挙げている区は少数である。

また，居住水準の目標は，①最低居住水準未満の世帯の

低減，②最低居住水準未満世帯の解消，③最低水準と誘

導水準の中間値を実現，④半数の世帯が都市居住型誘導

水準を達成等のレベルで記述されているが，目標レベル

の設定は，各区の居住水準の現状とは必ずしも関係がな

い。例えば①のレベルを挙げている区には文京（1988年

の住宅統計調査での最低居住水準未満の世帯率18．6％）

と台東（同22．9％）があるが，これよりも末満率の高い

4区が②のレベルを採用していること，レベル④を挙げ

ている区には練馬（1988年の住宅統計調査による都市居

住型誘導水準以上の世帯率29．7％）・渋谷（同27．9％1）・

世田谷（同27．3％）・品川（同24．7％）・板橋（21．8％）

の5区があるが，現状の誘導水準以上二世帯率が最高の練

馬より高い区に港（同34．0％）・千代田（同32．6％）・文

京（同31．0％）があり，最低の板橋よりこの比卒の低い

区としては，北（同18．9％）・足立（同21．3％）の2区

しかない。

　以上見てきたように，居住水準目標設定にはかなり恣意

的（根拠を欠いた希望的）なものが含まれているよう

に見える。1）～3）で眺めてきたフレーム設定も，技

術的に難しい面があるとはいうものの，同様に恣意的な

ものが含まれているように見える。では，目標やフレー

ム設定とは何なのか，どのような意味を持つのかについ

ては，のちに論ずることとする。

5）マスタープランに見る地域区分・住宅市街地類型

　　　（表2－1）

　表2－1は各区の住宅マスタープランから，地域区分

数と住宅市街地類型数などを整理したものである。これ

は，住宅マスタープランは地域ごとに展開し，また市街

地類型ごとに目標とする住宅市街地像を明らかにすべき

という都の「指針」を受けたものである。表から次のこ

とが読める。

i）地域区分を行っているのは14区で，8つの区は行っ

ていない。区分の存否は次章で述べる各区の「基本計画」

や「都市整備方針」等における地区区分（図3－1）が

あるかないかに大きく関係している。基本計画等ではそ

れが地域区分が行われていながら，住宅マスタープラン

で行われていない区として練馬・中野・世田谷・目黒の

西郊区があるのは，ひとつには東郊区や都心区に比べて

区内住宅市街地の均質性が高いからであろう。また，区

分数が減少している区に，豊島区と足立区（基本計画で

の区分は70区と大変に細かい）がある。これはプランを

地域別に展開する十分な蓄積がないとの判断によるもの

と思われる。地域数は4～10で，平均最大人口は大田区

の161，981人から千代田区の9，936人と幅がある。

表2－1　23区の住宅マスタープランにおける地域区分・
　　　　住宅市街地類型

各区

千代田

j些

港

新宿
ユ茎
声東
望埋

江東

晶川

目黒
ユ埋
世田谷
並全
中野
杉並
j垂
■ヒ

荒川

板橋
＿練蝪
足立
3堕
江戸川

（1）
地域
区分数

し

7

m

4

7

し

　（2）
1地域の
平均人口

9，936

．」．ユヱ

30，557

」坐川挫

．里坐
．浄仰

96，290

68，931

！…1二．型

．弔仰
50．O00

36．962

岬．w

処皿哩

　（3）
地域区分の
手掛かり

街づくり方針

長期基本計画

行政区域

都市整備方針

街づくり方針
街づくり方針
市街地形成経緯
市街地特性
市街地類型
市街地形成の
経緯、
市街地特性

長期基本計画

地区別整備方針
都市整備構想
市街地形成経緯
公共施設等の
蟄重基準
長期基本計画

地域特性、鉄道

（4）
住宅
市街地

11

13

5

13

14
11

4

　（5）
地域類型化の
根拠

　　　の　　回
まちづくり方針
開発計画
長期基本計画
住宅のストック量
業務化の進行
開発予定区域
都市整備方針
まちづくり方針
地域特性
街づくり方針

都市整備方針の作成
資料
平均敦地面積
建物密度住宅率
用途地域
土地利用、用途地域等
長期基本計画
都市整備方針
土地利用計画
土地利用等集計、国調
街づくり基本方針
都住宅MP
都住宅MP

’’づ　　基　…而
都住宅MP
市街地整備方針

（人□は1990年）

ii）目標とする市街地を論ずるための住宅市街地類型化

は，2区（荒川，板橋）を除いた20区で行われている。

これは地域区分より，その必要性が理解されやすいこと

も原因の1つであると推測される。住宅市街地類型化の

根拠は，地域特性，またはそれを踏まえた都市整備方針，

長期基本計画等の上位計画によるものが多く，類型数は

3から14にわたっている。数の多寡は区の中にある同質

市街地の数によると同時に，住宅計画を詳細・即地的に

考えようとする計画者の意欲によるところが多いのでは

ないだろうか。

3．東京都区部における都市計画マスタープランの策定

　　状況からの考察

　1995年7月，東京都都市計画局都市計画課は，東京都

区・市に対して都市計画マスタープランの策定スケジュ

ールに関するアンケート調査を行った。表3－1はその

集計であるが，台東・足立注3)が既に決定していること，

6割の区が1966年度中に計画策定作業を完了する予定で
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いること等，当初の想定よリも速い出足と考えられるが，

23区中3区は近年策定された類似計画舳を読み替える

ことで対処しようとの意向であることが分かる。

　表3－1　東京都区部の都市計画マスタープラン策定
　　　　　スケジュール

1994年度1995 I996 1997 1998 1999 2000確たる予定なし‘

台東 港 千代圧1江東 大田 渋谷 品川 目黒

足立 文京 中央 北 中野 練馬
■ ■ ■‘‘世田谷新宿 板橋（世田谷） 豊島

■■■豊島 杉並

墨田

荒」ll
葛飾

江戸川

確たる予定なし“

1995．7東京都首都整備局都市計画課によるアンケート調査
求世田谷区は1995年度に実質的に出来上がっているが、防災部門を都の計画を参考にし
　つつ1998までに楠強淋この3区は近年（1990～1994）に策定された都市整備方針等
　を都市計画マスタープランに当てるとしている榊1990年に策定した地区別整偏方
　針をもち、企画部局と都市計画部局で意見の詞整がとれていない

足立レ

3．1　「マスタープラン的なもの」の蓄積の状況

　1968年の現行都市計画法の制定時以来，建設省と自治

省は，「マスタープラン的なもの」に向けてそれぞれ2

度にわたって，ほぽ同時期に言及をしている。1度目は

1968年，1969年の「整開保の方針」（建設省）と「基本構想」

（自治省）である。前者は担当局長通達によれば7項目注5〕

にわたる部門別計画で構成されるものと考えられた。

　2度目は1980年の都市計画サイド（建設省）での「地

区計画」の誕生と，基本計画サイド（自治省）での1980

年，1981年にわたる「地区別計画」の推奨である舳。

当時自治省は，1971年から開始されたモデル・コミュニ

ティ事業の蓄積を踏まえて，自治体内のモデル地区だけ

への対応ではない自治体全域にわたる地区別行政を構想

していた。1993年6月25日の「市町村の都市計画に関す

る基本的な方針にっいて」の建設省通達は，このような

一連の経緯のうえに提示されたものと考えられるが，一

方では都道府県知事により決定される「整開保の方針」

の計画としての有効性（個別計画を誘導するという意味

での）の欠如を補うためにいくつかの市区町村で策定を

行っていた都市整備方針を，法改正を契機として位置づ

けたものとも見られる。

　図3－1は，1993年3月末現在の各区の長期基本計画

や，街づくり方針・都市整備方針・地区別整備方針の中

で展開されている地区別（地域別）計画の区分図である。

前者は企画部門中心に策定されたもので地区別計画の流

れをくむもの，後者は都市計画部門中心に策定されてい

て，「整備開発又は保全の方針」の不十分さを補うことを

目的の1つとしている。各区の計画の表現内容は極めて

多様である。

中央・　口

返

図3－1　1993年3月末の各区計画にみる地区区分

3．2先行策定区におけるプランの型とつくられ方

　　「マスタープラン的なもの」の蓄積を多く持ち，都市

計画マスタープランの策定においても先行している世田

谷区と新宿区を取り上げ，比較をしてみよう。両区とも

1992年の都市計画法改正以前に，住民参加への取り組み

の点では十分とは言えないが，「都市計画マスタープラ

ン」とほぽ同じ内容をもつ「都市整備方針」を持ってい

た（世田谷区は同方針を策定した最初の区である）。部

門別マスタープランや基本計画との関係において，両区

は次のような相違点をもつ。

①世田谷区の場合，基本計画の改定と「都市整備方針」

の策定は，お互いに連絡を取り合うほぽ同時進行作業で

あるが，新宿区の場合はやや独立作業である。

②　新宿区の場合，1988年の都市整備方針策定後，緑の

基本計画（1989）・道路整備方針（1989）・地域別整備方

針（1989）・景観基本計画（1991）・公園再整備方針

（1993）・住宅マスタープラン（1993），環境管理計画

（1994）と，ややラフに画かれた都市整備方針を補強す

べく部門別計画の立案が顕著であったが，世田谷区の場

合はこのような傾向はあまり目立たず，都市整備方針策

定作業の前後に部門ごとの検討が調査研究的なかたちで

行われていることが多かった。

3．3住宅マスタープランとの関連について

　既述のように，都市計画マスタープランの完成してい

る区はまだ2区，ほぽ完成に近い姿を見せている区を加

えても，数区にすぎない。そしてこれら区のほとんどが，

住宅マスタープラン策定以前に，都市整備方針や街づく

り方針を持っていた。そして，都市整備方針では「要

素」的に取り扱われた住宅の計画は，住宅マスタープラ

ンを策定することによって，住宅市街地像（住宅地の配

置や街区の性格・イメージ）がより深められるというよ
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りも，都市整備方針の内容をほぼそのまま受け継いでい

る観もあるが，政策目標・施策目標・供給計画・実現手

段を明らかにし，現実の方向を示すという点では進歩で

あろう。しかし，「住宅マスタープラン」が「都市計画

マスタープラン」ときちんと連携を持つためには，類型

市街地ごとの市街地像に関する曖昧な文章表現が，具体

的・空間的に明確に提示され，市街地像を実現するため

の事業手法が，より深く検討されることが必要であろう。

4．4区での策定経緯・計画内容とその実現について

　本章では区部の中でも住宅政策や都市整備について熱

心でかつ継続的な取り組みを行ってきている数区から4

区（千代田・中央・世田谷・足立）を選んで，住宅マス

夕一プランの内容や策定後約5年間を経た時点での計画

の実現等の側面から検討を行うこととする。

4．1　これまでの経緯と住宅マスタープランの策定

　住宅マスタープランの策定時期は中央区（1991年5

月）文6)，千代田区（同11月）文7)が都の策定指針公表

（1991年12月）に先行し，世田谷区（1992年7月）文8)，

足立区（1993年1月）文9)、がそれ以後となっている。前章

までの考察を踏まえれば，住宅の問題が区の最重要課題

であった千代田区・中央区，住宅都市として都市整備に

も住宅政策にも長く取リ組んできた世田谷区，都市整備

には多くの実績を挙げたが住宅問題は中心的な課題とさ

れてこなかった足立区という区分が可能である。

　都心区が住宅問題を重要視してきたといっても，総合

性を持った「計画」としてではない。両区とも，人口の

激減（1960年→1990年で千代田区117干人→39千人，中

央区161千人→78千人）への対応（千代田区改訂基本計

画では「人口5万人の回復」，中央区改定基本計画では

「人口10万人の都心区の形成」と表現している）が，そ

の手段として住宅への取り組みを強化させたものといえ

る。マスタープラン以前の典型的な施策である千代田区

の区営・区立住宅や中央区の住宅付置義務を想起すれば

このことは明らかであろう。つまり基本構想・基本計画

レベルでの漠然とした計画目標と，それを実現する個別

の（必ずしも体系化されていない）独自の施策展開の時

期を経て，初めてある種の体系を意識してまとめられた

のが，両区の住宅マスタープランで’あるとされよう。

　これに対して世田谷区は早くから住宅問題に着目して

いたが，この場合区の行政は住宅のみに目を向けていた

のではなく，むしろ「まちづくり」との関係において住

宅問題にも取り組んできたと言える（表4－1）。1980

年前後から作業が始まり，1986年に刊行された住宅山書

以降の各種の調査や，検討のための委員会設置，具体的

な施策展開等が続けられ，1990年には住宅条例も施行さ

れた。しかし「街づくり条例」が1982年の施行であるこ

とと比べれば，「まちづくり」が世田谷区の都市行政の

キーワードで，住宅はそれを追いかけたという構図が読

み取れよう。

　表4－1　世田谷区における住宅マスタープラン
　　　　　　（1992）策定までの動向

　　　　（世田谷区基本計画策定）
1980　0昭53住宅統計調査世田谷地区集計の分析
　　　　居住実態調査の実施（高齢者・障害者・
　　　　木造アハ］一ト世帯等対象）
　　　○住宅・住．環境、住宅建設・宅地の供給動向，
　　　　既存の性宅政策についての調査
1985　0　rワンルームマンションの建築等に関する指導要綱」施行
　　　O　「地域住宅（HOPE）計画」策定着手
　　　○　「住宅自審」の刊行
　　　　※住宅・居住の実態、、既存の住宅政策，今後の
　　　　　区の住宅政策の方向性を示す
　　　○昭59住宅統計調査世田谷区特別集計分析
　　＝O高齢者世帯の住宅と居住の実態に関する調査（～昭62．3）
　　　○新樹苑開設
　　　○　「住宅問題研究会」
　　！　　※住宅白書を受けて当面の区の住宅政策のあり方を提案
　　　　（「新基本計画」策定）
　　　　※r福祉型住宅の整備」r都営住宅の移管受け入れ」
　　≡　　　「良好な佳環境の形成」r住まいづくり支援」等を揚げる
　　！O　r■地域高齢者住宅計画」策定
　　　　※シルバ・一ハウジング等を位置づける
　　　O　r土地・住宅問題懇談会」答申
　　　　※今後の佳宅政策の取り組み強化の視点と方向性を示す
1990　0住宅条例施行
　　　○民間賃貸柱宅の実態調査
　　：O都営住宅移管受け入れ開始
　　　○シルパーハウジングプロジェクト第1号開設
　　　　（公団エステート千歳希望ヶ丘）
　　　○借り上げ型シルバーピア住宅第1号開設
　　　○民間賃貸住宅の公的誘導（支援）手法に関する調査研究
　　　○昭63伍宅統計調査世田谷区特別集計分析
　　i∴、．「芒芒予㍗三午警芒」

資料1世田谷区住宅整備方針

　同じ郊外区の足立区はまた別のプロセスを経た。住宅

マス夕一ブラン策定前には住宅施策と呼ぶべきものは特

には見あたらない。むしろ足立区の中心課題は，密集か

つ用途混合の地区とスプロール地区の両方を抱え，いか

にして都市の整備水準を上げるかにあった。13ブロック

・70住区に細分化された「地区環境整備計画」（図3－1

の区分の細かさを参照），指導要綱等を総合化した「街づ

くり総合指針」等の都市整備施策が先行し，これらの蓄

積が早期の都市マスター一プラン策定につながっていった。

　このような状況をやや一般化すれば，人口減少への対

応が最重要課題である都心部を除けば，これまで多くの

基礎自治体では住宅問題が政策の大きな柱になるといっ

ことはなかったわけで，今回の住宅マスタープランの策

定は大きな画期だったと言える。一方，プラン内容の充

実という点から言えば，既に重点的に住宅施策が実行さ

れている場含（千代田区・中央区），従来から行政とし

て住宅分野に力を入れて取り組んできた場合（世田谷

区）に見るべきものがある。「策定以前の取り組み」が

プランの充実に与えた影響は大きい。
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4．2計画目標等について

　都は「策定指針」文3)で計画の目標に関連し，人口・世

帯数，所有関係別ストック／フロー別住宅数，戸建／共

同住宅別住宅地面積の算出を指示し，更に居住水準・住

環境水準，目標市街地像などかなり詳細な項目を挙げて

それらの設定を求めている。次に対象とした4区の対応

をみる。

1）フレーム関係

　まず最も基本となる将来人口については，上位計画た

る地方自治法系列の基本計画と数値を合致させるかの問

題がある。千代田区・中央区は人口が減り続けている現

実にもかかわらず大幅な回復を基本計画に掲げている。

結局その数値を住宅マスタープランでも用いざるを得ず，

以下，将来の普通世帯数の予測を経て，今後の滅失戸数

をも考慮しつつ，予測される世帯数に見合った戸数を供

給する．という目標設定を行っている。いわばフィクショ

ンにフィクションを重ねた数値設定で，現実から見れば

極めて過大な設定となってしまっている。

　世田谷区では1987年の基本計画にある，区人口は増加

し80万人を超えるとする予測にもかかわらず将来人口は

微減とした。これは基本計画以後に行った人口予測を採

用し，上記両区で生じている問題を避けたということで

ある。この他，将来住宅数，住宅地面積の設定を行って

いないことも他区と異なる注7)。足立区では基本計画自

体が微増とやや現実的設定になっているのであまり問題

は生じていない。それでも将来住宅数や住宅地面積はか

なりの仮説を積み上げて求めており，どうしてもフィク

ションの部分が出てきている。

　居住水準も，書かない（世田谷区），国の基準を参考

値として挙げるにとどめ，民間住宅も含む全体的水準は

書かず，区の施策住宅に関してのみ言及する（千代田

区・中央区），ストック水準も低いしフローの急激な水

準向上も望めないので，利便性のよい地域では最低居住

水準と都市型誘導居住水準の中間値を設定する（足立区）

といった異なる対応がなされている。住環境水準は国の

場合にも抽象的表現であるが，各区とも，文言の記述に

とどまっている。ただし景観，戸建て住宅の最低敷地規

模，集合住宅の駐車場付置といった，区の条例・要綱で

規定する事項については強調した記述がなされている点

に注目したい。なお最近のテーマである高齢者対応の住

宅設計基準や環境共生住宅，あるいは震災に安全な住宅

といった事項については，まだどの区でもほとんど言及

されていない（都の指針でもこれらについての指示はな

い）。

　人口・世帯数・住宅数，居住水準，住環境水準に関す

る目標設定にはある種のフィクションが含まれ，これら

の目標設定が作業量の割には有効性の乏しいものとなら

ざるを得ないのは，次のような問題があるからだろう。

●予測あるいは計画の精度を大きな単位（国）では高め

　ることができるが，小さな単位（基礎自治体）では困

　難が大きい。

●自治体での将来フレームの設定は政策的（あるいは政

　治的）な側面をもってなされる場合が多い。

●そもそも国の5か年計画の水準は将来目標なのか，現

　状を把握する際の基準なのか，との議論があるくら

　いであるから，基礎自治体で形式的に適用しても効用

　は少ない。もちろんこれらのフレーム設定にも次のよ

　うな意義はあるだから，期待される意義と有効性をそ

　れぞれの自治体で判断して，適切な計画の内容となる

　ように努めるべきだろう。

●住宅統計調査，国勢調査あるいは独自の調査を読み込

　んで，当該自治体の住宅関連の「水準」を実態として
　　捉え，将来どのように改善すべきかを検討することは

　計画上の作業として必要である。

●自ら建設する等の公的関与度合いの高い住宅について

　は適切な居住水準を設定することが求められる。

●住環境水準については，都市整備とのかかわりにおい

　て重視され，また施策上の手段を明示できるものもあ

　り，明示する意味も大きい。これは地域性の表現であ

　るから，国の住環境水準では難しいことで，基礎自治

　体ならではの提示と言えよう。

●今後の問題としては，最低水準もさりながら，高齢者

　仕様・環境共生仕様などに関する奨励的水準を設定す

　る方向が目指されてよい。

2）目標とする市街地像の描出，地域別住宅市街地の整

　　備計画

　都の指針では前者と後者を切り離して扱うよう指示さ

れているが，関係の深いものと思われるので一緒に見て

みよう（足立区ではまとめて1章をなしている）。いず

れの区でもべースになっているのは，区の基本計画ある

いは都市計画部門でつくっている市街地の整備方針であ

る。全区レベルでつくられている整備方針をほぼそのま

ま使った（世田谷区），基本は受け継いでいるが住宅マ

スタープラン用に書き込んである（足立区）といった違

いはあるが，住宅整備というよりは都市計画（まちづく

り）で従来扱ってきた事柄が改めて記述されたとの印象

である。したがってこの4区のように，まちづくりの局

面でも従来からの積み上げがある場合は，比較的容易に

住宅市街地像等が記載されている。しかしこれを逆に見

れば住宅マスタープランに相応しい内容や表現にまでは

まだ達していないということである。せっかく計画の前

段階で作業した目標供給戸数とか住居水準などとも関連

づけられるには至っていない。都市計画サイドの各種の

計画，特に「都市計画マスタープラン」の地域別構想と

住宅マスタープランの目標市街地像等との関係性の議論

は今後とも重要な課題である。

－187－



4．3具体的施策の提示や供給目標数値の設定について

1）数値的供給目標

　都の指針に示された「計画実現のためのプログラム」

に関連する供給の目標値設定について見てみよう。既述

したように，10年間の住宅供給目標は特に都心区の場合

は過大に設定されていた。周辺区の場含でも，供給目標

総戸数が現実の目標として機能しにくいことは大同小異

である。したがって具体的に意味をもつ数値は「公共の

関与する住宅数」となってくる。表4－2は，この，公

的関与住宅の目標数値を一覧したものであるが，区によ

って記載の仕方にかなりの相違のあることがわかる。

　　　表4－2　住宅建設（供給）の目標（戸数）

千代田 中央　　　　　　世田谷　　　　　　　　足立
24．300　　　125，OO0　　　　　86，OO0
　　　　　35．OO0　　　　　28，OOO

またこれら定性的目標は住宅担当部門だけでは対応でき

ない項目なので，行政の横の連携が必要であるという，

従来から指摘されている課題へとつながる。

3）目標に対応する施策について

　上記の1）すなわち具体的な供給目標を掲げた項目に

ついては，当然ながら対応施策もかなり具体的に記載さ

れている。しかし2）の，抽象的な目標記述については

施策も抽象的なものにとどまっている場合が多い。目標

と手段のジレンマ（目標を高く広く掲げるほどその実現

手段が保証されない）と言う，「マスタープラン」が一般

的に抱える問題点が，住宅マスタープランについても存

在しているわけである。

住宅供給
持家
借家
公共
民閲
給与

別掲に
よる
記載

8，540
3，040
5．500　　　　　　　　　　90，OOO58，OOO

1．980
1．420
2，100

区が口漬”与して侠姶　　区が供蛤に”与　　　佳毫8伽1こ目枳
区立区営住宅　　別0　区立区営　1，200　区立区営
区民住宅　　　　6m　　借り上げ　　2㏄　　街づくりと迎助
借り上げ区民住宅mO　付口讐竈　，5．㏄0　了パー峨施・
高6宕向け住宅　　60　　　計　　16，‘㏄　　家i助成
　　計　　1．0m　　　　　　　　国・都讐
　　　　　　　　　　　民間請導
　　　　　　　　　　　計

25，OO0
31，OO0
6，OOO

　　邊殴戸籔の目信
2，300　　都・区営　　8．㏄0
1，300　　公団・公社11．㎝o
　　都民・区民6．0㏄
5㏄　　針　　　！■5．O㏄
1，800
m，4㏄
帖．300

資料1各区佳宅マスタープラン

　千代田区は公的に関与する住宅数を総数で挙げたのち，

「区が直接関与する住宅数」を別掲している。中央区で

は公的関与は書かれておらず，「区が供給に関与する住

宅数」として別掲している。千代田区は「直接」とし，

中央区は「供給に」と表現が違っているが，これは中央

区は表にあるように「付置義務住宅」を目標数値に含め

ているからである。世田谷区は公的関与の住宅数を設定

せず，総住宅数のみの提示である。そのかわリ別掲欄に

は他の区では挙げていない事項についての数値目標が記

載されている。足立区は公的関与の住宅を公営・公団公

杜・都民区民住宅に分けて掲げているが，区の関与する

住宅数等は数値として特には記載されていない。

　これらから思考して供給目標住宅数の「総数」を掲げ

る意味や，公的関与の住宅数の記載の仕方についてはさ

らに検討の余地があると考えるべきだろう。

2）数値では示されない「目標」について

　2章で紹介した，1992年時点での各区の住宅政策（図

2－1参照）は，住宅マスタープランでは主として住宅

施策の章に定性的に，文言で表現されている場合が多い。

概ね高齢者問題，開発・再開発への対処の仕方，といっ

た項目が共通して載せられているが，地元の産業振興と

の関係，緑化との関係など，区によっては当該区の意図

が示された項目も掲げられている。問題は，定性的な目

標の実現の程度を，将来にチェック可能かの、点だろう。

4．4計画実現の状況について

1）前期5年から後期5年へ

　各区の住宅マスタープランは原則的に2000年を最終年

度とする10年間の計画であるから，現在（1995年度）は

前半5年の最終年度にあたる。5年を終えた時点での見

直しについて，千代田区は「都の改訂の動きをみながら

96年度から作業に入りたい」としている。中央区は「1994

年2月の基本計画改訂で人口予測，住宅供給目標，施策

体系等を見直したので後期5年はそれによる」こととし，
住宅マスタープランの改訂は行わない方向である洲。

　世田谷区は既に改訂作業に入っており，また足立区も

96年度から改訂に入る予定とのことである。各区とも，

「民間投資量も多く，公共の財源も豊かである時期につ

くられた計画なので，その後の社会経済状況の変化に対

応しつつ，財源の有効配分を考慮した計画に見直す必要

がある」との見解であった。

2）世田谷区を事例とした計画実現状況

　具体例として，世田谷区の前期5年の実状から若干の

検討を試みてみる（マスタープランを担当する住宅政策

部の了解を得て，区の住宅委員会〈区民・議員・学識経

験者・行政の19名で構成される審議会〉で配布された資

料を題材に用いる）。図4－1は住宅マスタープランの

「区の施策住宅等」の前期5年の目標値と5年間の実績

値を示したものである。具体的な5種の住宅についての

実績が読み取れる。

　一方マスタープランの「重点施策」として，「区営区

立住宅の整備」「“せたがやの家”による借り上げ型住宅

の供給推進」「高齢者・障害者等の住宅確保」「住宅スト

ックの維持・改善」「住宅まちづくりの地域展開の推進」

の5項目が挙げられている。住宅委員会ではこれら各項

の順に「405戸供給済み。用地確保が難しい。管理シス

テムを確立する必要がある。…」「307戸供給済み。立地

が偏っている。…」「123戸供給し，309世帯支援した。ニ

ーズの把握が十分でない。戸数が少ない。…」「制度拡充

の必要あり。管理組織育成の必要あり。…」「まちづく

－188－



り，団地建替と関連づけること。従前居住者の居住継続

が必要。…」といった区側コメントが提示された。

　更に個別の住宅施策について区は上記重点施策を「公

共住宅整備等」「民間住宅の誘導」「居住者支援システム」

　「計画的な住宅まちづくりの推進」という4つの大項目

に再編し，それぞれ18項目，11項目，9項目，9項目の

個別的施策項目を展開している（これらには住宅政策部，

都市整備部以外の施策は含まれていない）。合計47施策

があり，区側からは個々の実績資料（「実績なし」の項

目も含め）が提示された。

　図4－1から区営・区立住宅のファミリー向けが用地

難，財政事情で目標を下回ったことは読み取れるが，全

体的にも，個別的にも，様々な住宅政策の実績を把握し

評価するのは容易でない。評価の難しさは上記のように

「目標」も都の指針のスタイルによる数値的な目標と，

区の政策としての重点的な目標の，表現の異なる2種類

があって，両者の関係性が整理されていないこと，さら

に実際の施策となると個別事業に分かれ，これらと「目

標」との関係がつかめないこと，等によるのだろう。要

するに計画実績の評価方法自体がまだ未成熟ということ

だが，これは目標を数値で，また文言でどう表現するべ

きか，実績をどのような方法で把握すればいいかといっ

た問題でもある。

　本来的な意味で計画を評価するとすれば，「政策ニー

ズは的確に捉えられていたか」「目標を計画化するに際

しての表現方法は計画技術的に妥当であったか，分かり

やすさの点で適切であったか」といった計画策定上の問

題がまずあり，ニーズの対象に施策が及び，事態は改

善されたのか」「公共の直接・間接供給の意義はどこに

あり，どの程度の量を供給すれば意義は実現されるのか」

という公共政策の意義と効果に立ち返る問題，「財源の

制約の中で公平かつ効率的な配分だったのか」「関係部

　　　　　　　　　　　1㏄　200　3㏄　400　500　600　700戸

　　　　　　　　　　　　実む　　　　計画（前期5年）
直接供給型　区営区立住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，800）　　　　（ファミリー）
　　　　　　　　　　　　　　　299　　　　　　590
直接供給型区楓了幽　　　　（・・）

　　　　　　　　　　120140
民間借り上げ型　区営区立住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，300）　　　　（ファミリー）
　　　　　　　　　　　　　　280　　　　520
民間借り上げ型（鮒住宅㎜・順）　　（4。）

101（実紬）
街づくり違動型住宅
　　　　（ファミリー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，300）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　511　630
が■ト斡旋’家賃鴛齢者）固　　　（・・）

　　　　　　　　　　　　　240250
　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は1O年間の計画戸数

　　　　　　　　　　　　　　　資料：世田谷区住宅委員会

　　図4－1　世田谷区における計画戸数と供給実績

局の横の連携がとれたのか」「国・都・区，区民等の役

割分担が適切に行われたか」等の運用上の問題であろう

（区の住宅委貝会でもこういった事項に関して若干の討

論は行われたが十分なものではなかった）。

　いずれにしても「計画の実現」については検討すべき

課題が多い。住宅マスタープランも「目標設定一施策展

開一実績把握一計画評価一計画改定」というフィードバ

ックシステムを可能とする方向での，プラン立案技術に

関する，改めての検討が必要である。

5．まとめ一プラン策定・見直しへの視点

　本稿のまとめとして今後の住宅マスタープランの策定

　（あるいは見直し），都市計画マスタープランの策定へ

の視点を記述するに当たって，まず両プランの相違点を

確認しておきたい。相違点は①法的位置づけ，②マニュ

アルの存在，③地域性の捉え方，④策定段階での市民参

加の考え方，⑤フレームの扱い，⑥プログラムの考え方

等にある。住宅マスタープランを前者，都市計画マスタ

ープランを後者として若干の説明を加えれば，①前者は

基礎自治体レベルでの法的位置づけはないが，後者は暖

昧な部分があるとはいうものの法的位置づけを持つ，②

前者にはマニュアルが存在するが，後者にはないか，あ

ってもガイドプランの類のものが多い，③地域性の重視

は前者では強調されず（HOPE計画と違って），後者で

は強く打ち出されている，④策定段階での市民参加の考

え方は前者には強くない，⑤フレームの設定は前者では

強く要求されているが，後者ではさほど大きな問題とし

て扱われていない。⑥実現へのプログラムはその逆で，

前者において強調されている等である。そして，前者は

後者の部門計画を詳細化したものと捉えられることが多

く，両者の接点は目標とする市街地像，地域別像にある。

残念ながら今のところ両者にあまり差のない同じような

プランが描かれており，かつ市街地像という空間的なイ

メージとは程遠い表現である。

　筆者たちの討論を踏まえて，プランの策定・見直しへ

の次のような視点を記して稿を終えたい。

5．1住宅マスータプランに関して

　●目標（住宅像，市街地像，住民像）の議論は重要だ

　　が，フレーム（人口・世帯数・主体別手段別供給総

　　数）の設定に多大な努力をかけることの意味は小さ

　　いように思う。重要なのは公的関与・支援による住

　　宅数であり，それが地域社会の二一ズ（時間の経過

　　の中でかなり急速に変化する）に適合しているか否

　　か，適切な実現手段を用意できているか否かを常に

　　チェックし，軌道修正する方法を検討することであ

　　る。

　●そして計画戸数の達成を，市街地像・街並みづくり
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　につなげていく方法がもっと考えられるべきである。

土地等の制約条件は大きいとはいうものの，各種施

策住宅をどこにどのような形で供給するかは重要な

　課題である。

●福祉等との緊密な連携がより以上に図られるべきで

　ある。公的関与・支援による「住戸数」へのこだわ

　りからさらに進んで，「居住」・「住生活」という視

点が強化されることが望まれる。

●住宅とくに民間建設住宅の実現手段は都市計画の

種々の実現手段ほどには整備されていない。住宅の

　実現手段の充実を図るべきことは当然として，当面

都市計画側の手段が住宅計画のことも考えて使われ

　るべきである。

5，2都市計画マスタープランに関して

　●プランづくりは既に当該自治体で策定されている

　　　（場合によっては担当部局の中でク）み知られてい

　　る）「マスタープラン的なもの」を総点検し，全庁

　　的なストックとすると同時に，それを整理総合する

　　ところから始める必要がある。

　●そして都市の状況（性格や規模）によって，また

　　　「マスタープラン的なもの」の蓄積の和違や住民参

　　加の経験の多寡，自治体職員や住民の能力の差によ

　　って，様々な都市計画マスタープランの形があって

　　よい。

　●1993年の建設省の通達は都市計画マスタープランの

　　内容にあまりにも多くを期待しているように思える。

　　自治体は各々の自治体にとって一番重要となる課題

　　をしっかりとおさえ，それを中心にプランづくりを

　　考えたい。

5．3両マスタープランの関係について

　●両者の接点は住宅マスタープランの目標とする市街

　　地像・地域別住宅地整備計画，都市マスタープラン

　　の全体構想・地区別構想にある（特に後者，つまり

　　地域別住宅整備計画と地域別構想相互）。この両計

　　画の役割分担をどう考えたらいいのかが課題となる

　　が，都市計画マスタープランでは土地利用や住環境

　　を中心とした考察が行われ，住宅マスター一プランで

　　は市街地像（「通り」のあるいは「街区」のイメージ）

　　や居住者属性とその生活形態等を論じていくのプ）㍉

　　1つの方向であろう。

　2社，他に学会等を経由した作業の中にもこれら数社による

　ものが含まれているので，1社が最大4区を受け持っている。

　住宅マスター一プランの受託能力があると一般的に判断されて

　いるコンサルタントは，必ずしも多くはない。

3）マスタープラン的なものの蓄積を多くもつ足立区は，状況の

　変化を踏まえつつ，既往の計画を新しい体系に読み替える作

　業を行って，区ク）都市計i画審議会の議を経て決定した。

4）平成5～6年につくられた都市整備方針，地域別街づくり計

　画。
5）項目数は，1972年には11に増加された。

6）定住構想と市町村行政に関する調査報告書（計画と参加I・

　II），㈱地方白治協会，1980・1981．

7）世田谷区では都よ’）2年早く住宅条例を制定し，その第5条

　に「住宅整備方針の策定」を挙げている。住宅マスタープラ

　　ンという用語を用いず，また内容も都の指針とやや異なった

　部分があるのは，既に条例による取り組みが開始されていた

　からである。
8）中央区の1991～94年度の供給計画達成卒は15％程度と低い。

　改訂基本計画では目標値を切り下げている。なお基本計画で

　　は従来から付置義務住宅については戸数を明示していない。
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1）委員会等は11名から25名で構成され，区職員のみのものから
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